
 

 

 

 

リニア工事による大井川源流の自

然破壊と減水の危険～静岡の原告と訴

訟代理人が意見陳述 
  

ストップ・リニア！訴訟の第６回口頭弁論が９

月８日午後、東京地方裁判所１０３号法廷で行わ

れました。この日は、静岡市内の法律事務所所属

で訴訟代理人の西ヶ谷知成弁護士と、静岡県の原

告の服部 隆さん、林 克さんがパワーポイントで

スライドや動画を示しながら意見陳述し、大井川

の減水問題や源流部で計画されている工事残土処

分場の自然破壊の危険性を指摘して、リニア工事

認可処分撤回を訴えました。 

午後１時過ぎからは地裁前で集会が開かれ、

意見陳述者３人が法廷証言に臨む決意を述べまし

た。 

  今回も傍聴席定員（９８名）を大きく超える１７

６人が傍聴券を求めて抽選に並びました。 午後４

時から参議院議員会館で報告集会が開かれ、１２

６人が参加しました。 

  

       西ヶ谷知成弁護士の意見陳述要旨 

 

１ 私は、大井川の清流をこよなく愛する静岡県 

民の一人です。本日は、原告弁護団の一員として、

静岡県内における本件工事の問題点について、意見

を述べさせていただきます。 

２ 「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大

井川」、江戸時代に流行ったこの馬子唄にうたわれ

ているように、大井川は、古くから、馬でも容易に

越せぬほど水量が豊富な川として有名でした。この

ように、水量が豊富な大井川によって大井川周辺の

市町が形成され、また文化が発展してきた、という

歴史的経緯があります。明治時代には、大井川下流

域に製紙工場が作られ、現在に至るまで操業してお

ります。昭和の時代に入ると、大井川の急流を利用

したダムによる水力発電も行われ、現在に至ってお

ります。 

このように、大井川の豊富な水が、明治時代か 

ら今日に至るまで、周辺地域の工業の発展にも寄与

しております。さらに、明治１２年に作られ、世界

一長い木造の橋としてギネス認定された蓬莱橋、大

井川に沿って走るＳＬで有名な大井川鉄道など、大

井川は現在も周辺地域の観光産業においても重要

な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 そして、最も重要なことは、現在、大井川流域の

住民約６３万人が、大井川の水を、生活用水として、

あるいは、農業用水として直接的に利用していると

いうことです。 

４.リニア中央新幹線計画において、静岡県は県北部

の山間部にトンネル約１１キロの掘削が予定されて

おります。リニア計画全体からすると、ほんの僅か

な工事にすぎません。しかしながら，そのトンネル

工事に伴い生じる重大な問題，すなわち，掘削によ

って発生する大量の土の置き場の問題や，作業員の

滞在のため必要となる宿舎の問題については、その

設置場所が示されただけで、工事の具体的内容につ

いてほとんど何も示されないまま、すなわち環境へ

の影響を十分に検討されずに、認可処分が下されさ

れてしまいました。 

５.そして，本件工事によって懸念される最大の問題

は，大井川の水量が減る恐れがあるということです。

ＪＲ東海は、本件工事により大井川の水量が毎秒２

トン減少する可能性があることを認めています。し

かし、毎秒２トンという数値はあくまで予想される

数値に過ぎず，それ以上の減少がないという根拠は

どこにもありません。ちなみに，毎秒２トンという

量は，約６３万人が上水道を利用する大井川広域水

道事業団の水利権量と同じ量です。 

近時、大井川では取水制限が毎年のように行われ

ています。最近でも、今年６月１９日から８月９日

まで、５２日間もの長期にわたり、生活用水５％、

工業用水１０％、農業用水１０％の取水制限が行わ

れ、その影響は８市１町にも及びました。これは、

雨が少なかったことによってダムの貯水量が平年

の７０％にまで低下したことが原因でした。このよ

うに、特に雨の少ない年、あるいは雨の少ない時期に

おいては、本工事計画は、大井川の水不足に拍車をか

けることとなります。 

このように、本件工事により生じうる水量減少の問題

についての具体的な対策がたてられていないＪＲ東

記者会見での林さん（左）と服部さん（樫田秀樹氏撮影） 
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服部 隆さんの意見陳述要旨 

 

海の工事計画に対して、国が行った本件認可処分が、

環境影響評価法に違反することは明らかです。 

６ ＪＲ東海は、本件認可処分後、導水路トンネル

を新たに作って、減少した水の一部を本流に戻すと

いう計画を発表しました。しかし、これによっても

すべての量を回復することが出来ないことを、ＪＲ

東海自身が認めています。しかも、この導水路設置

計画によって、新たに支流の沢枯れが生じる可能性

もあり、周辺の環境への更なる悪影響も懸念されて

います。しかし、この導水路計画は本件認可処分後

に立案されたものであることから、その計画実施に

よる環境への影響については本件認可処分におい

ては全く考慮されておりません。このような環境影

響評価を経ない大規模な追加工事が容認されてし

まうのであれば，環境影響評価法に基づく規制は全

く無意味なものとなってしまいます。 

７ さらに、本件工事現場周辺は、近時ユネスコの

エコパークに指定された南アルプスに属しており、

ヤマトイワナ等極めて多くの希少生物の生息が確

認されております。 

ＪＲ東海は、これら希少生物に悪影響を及ぼすお

それのある本件工事計画について、影響を減らす努

力を十分に行うことなく、影響が出た場合には希少

生物を移植する、などといった事後的対応を予定す

るばかりで、十分な配慮を行っていません。 

８ さらに、工事によって発生する膨大な土は、適切

な場所に適切な方法で置かなければ環境破壊や災害

につながりかねません。しかし、本件認可処分時には

発生土置き場の候補地が複数決まっていただけで、具

体的にどのくらいの量をどこに置くのかは決まって

いませんでした。 

ＪＲ東海は，本件認可処分後に，中心的な発生土置

き場を燕沢（つばくろざわ）とする旨公表しましたが、

燕沢を中心的な発生土置き場とすることについての

環境影響評価は何ら行われておりません。この後の意

見陳述でも述べられるように、燕沢は発生土置き場と

して極めて不適切であり、危険です。 

９ また、作業員宿舎の問題もあります。どのような

規模の作業員宿舎が作られるのか，また，１０年以上

にわたる工事において常駐するであろう最大７００

人の作業員の生活排水をどのように処理するのか，大

井川流域の環境にとって極めて重要な問題です。しか

し、これらの点に対しても、環境影響評価が十分に行

われないまま、国は本件認可処分を行ってしまいました。 

１０ このように、リニア計画は、大井川流域の住民

に多大なる影響を及ぼし、また周辺環境への悪影響を

及ぼすことが懸念される多くの重大な問題を抱えて

います。 

私は先日、大井川支流に調査に赴き、清流を悠然と

泳ぐイワナの群れを目撃しました。その光景を見た私

は、この素晴らしい清流をどうしても守りたい、そし

て次世代に引き継がなければならない、という思いを

改めて強く持ちました。 

是非、裁判官の皆様、並びに国や JR 東海の関係者

の皆様には、一度大井川上流域に足をお運びいただき、

大井川の壮大な自然を体感していただきたいと思い

ます。 

１１ このような素晴らしい清流も、ひとたび破壊さ

れてしまえば、元には戻りません。自然は人間のため

だけにあるものではなく、人間の都合で自然を破壊す

ることは、決して許さるものではありません。 

だからこそ、自然破壊のおそれがある事業を行う場

合には、自然への影響をできる限り少なくするように、

事業者は真摯に環境問題と向き合い、国も単に事業計

画を追認することなく、しっかりと審査しなければな

りません。それにもかかわらず、リニア計画において

ＪＲ東海は、大井川流域の問題に真摯に向き合わず、

また国も、JR 東海が行った環境への影響の調査やそ

の結果の検討が全く不十分であるにもかかわらず、認

可処分を行いました。 

 

 

原告の服部隆と申します。登山によって人生を築い

てきた者です。登山歴は今年で 46 年になります。

私たち岳人は、このリニア・トンネル工事が、南ア

ルプス南部の自然破壊を招く恐れが極めて高いこと

を深く憂慮しています 。 

本日私は、南アルプスを愛する、その登山者の代

表として、そして南アルプスに生きる、物言えぬす

べての命に代わって、リニア・トンネル工事がいか

に南アルプス南部の自然を破壊するかということを

裁判官各位に訴えたいと思います。その問題点の中

で私は、トンネル堀削によって、地下水脈を分断し、

トンネル周辺の谷が減水し、あるいは枯渇を招くと

いう大問題についてお話します。 
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これは南アルプス静岡県側の大井川源流部の拡

大図（上）です。黒い線が、山の尾根です。右側は

山梨県です。青い線は大井川本流、および支流です。

まるで毛細血管のように、無数の枝沢=谷が本流に

注いでいます。この無数の支流が減水ないし枯れる

恐れがあるわけです。 

東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」）の試

算データでは、トンネル工事によって源流部小西俣

出合で毎秒 0.57トンの減水、その 7㎞下流の二軒

小屋付近では毎秒 2 トン強の減水予測が出ていま

す。二軒小屋というのは登山基地で、大井川上流部

で人が活動している最終地点です。まさに南アルプ

スの真っ只中です。その本流筋で、｢毎秒 2 トン強

の減水｣というのは渇水期の冬場には本流が干上が

ってしまうほどの大きな数値であり、全く看過でき

ません。 

この保全策としてＪＲ東海は｢導水路トンネ

ル｣を計画しています。トンネル途中に径 3 メート

ルほどの横穴＝導水路を堀り、トンネル内にあふれ

出した水をそこに集め、11.4 ㎞下流の椹島（さわ

らじま）で本流に放水し、『水を戻す』という案で

す。しかし、これは減水の根本的な解 

決には、全くなりません。なぜなら、が戻るのは

椹島より下流のみで、それより上流部には 1滴の水

も戻らないのです。結局、この｢導水路トンネル｣と

は、大井川中下流域住民のための利水対策、すなわ

ち人間の都合にのみ配慮した保全策に過ぎないの

です。 

『上流部の谷に水が戻らない』とは、なにを意味

するのでしょうか？ それは①渓谷美の喪失。②豊

かな森の後退。③谷の水を生きる糧としている多く

の動植物、生物の減少そして死滅を意味します。 

これらは、まさに、南アルプス南部の核心的価値

の喪失につながるのです。逆説的に言えば、南アル

プス南部の素晴らしさは、豊かな大井川水系があっ

てこそ、生まれているのです。 

問題はＪＲ東海がこうした最悪想定を何らせず、

アセス書を作り上げたことです。｢想定外｣は許され

ないのです。それが 2011 年、福島原発事故の教

訓のはずです。 

ＪＲ東海は環境アセス書において、「周辺に生息

環境と同質の環境が広く分布することから生息環

境は保全され、（影響は）小さい」と記述していま

す。 

しかし、減水はトンネル周辺の全ての谷に及ぶ可

能性があり、「となりに似たような谷があるから大

丈夫」という単純な話ではありません。しかも、そ

の谷に棲む水生生物や魚や植物は、どうやって移動

するのでしようか？ 

そこでＪＲ東海は、その保全措置として「重要種

の移植」を持ち出します。これは上流部の支流の減

水対策を放棄し、水を戻さず、その生態系は見捨て

るという宣言であり、「重要種の移植」は、その免

罪符に他なりません。 

私はＪＲ東海に問いたい。いったい「重要種」と

「重要でない命」とは何なのか？ 厳しい自然条件

の中で南アルプスに生きる命への敬意など微塵も

なく、余りに軽く、余りに形式的に命を選別するＪ

Ｒ東海に、私は心の震えがとまりません。生き物の

生息場所には、みな理由があり、安易に「移植」な

どすべきではありません。 

私は、この大井川水系の右隣の安倍水系で沢登り

中に、標高 1,200 メートル付近の谷の中で、ほぼ

同時にカモシカとツキノワグマに出会ったことが

あります。彼らは何をしていたのか、というと谷の

水を飲みに来ていたのです。山は彼らのものです。

現時点でどこの谷がどれほど減水し、あるいは枯れ

てしまうかは、わかりません。しかし、わからない

なら、工事は進めて良いのか? 自然環境保全の視

点では｢疑わしきは罰せず｣ではなく｢疑わしきは工

事を中止｣すべきです。でなければ、自然は回復不

能なダメージを受けることになります。そうなって

からでは遅いのです。 

私たちは、今ある南アルプスを公共財産として、未

来へ引き継いでゆく責任を負っています。多くの命

をはぐくんでいる大井川水系を犠牲にしたリニ

ア・トンネル工事は許されません。「上流部の谷に

水を戻せないなら、工事は中止してください。」こ

れが南アルプスに生きる生き物と私達登山者の思

いです。ずさん極まりない、甘すぎるアセスメント

を追認した国土交通省の、リニア工事計画認可の取

り消しを求めます。 以上    

 

 

    林 克さんの意見陳述要旨   

 

私はリニア新幹線を考える静岡県民ネットワー

クの共同代表として、静岡県においてリニアが通過

する現場である南アルプスエコパーク内の燕沢付

近、西俣付近などを３回にわたり調査しました。そ

の時の実感で、リニア新幹線が静岡市民の財産であ

る自然環境を壊すのか、いかに危険であるのかの意

見を述べます。 
リニア新幹線は静岡県内10.7キロがすべてトン

ネルなだけでなく、全線で 80%以上がトンネルで
あり、その発生土処理は重大な課題です。静岡県の
リニア本線、導水路、工事用トンネルなどによる発
生土は 370 万トンといわれ、エコパークである域
内で処理しようとすれば当然置き場所が問題にな
ります。ＪＲ東海が示しているのは燕沢周辺付近他
８か所ですが、ほとんどが燕沢付近に集中すると言
っていい状態です。 
燕沢付近は千枚岳直下からの千枚崩れといわれ

る大量の礫が堆積した平坦地で、そこに高さ 65メ
ートル、長さ数百メートルに及ぶ発生土置き場の案
を示しています。ＪＲ東海はこの燕沢付近の発生土
置き場の安全性を説明するために、燕沢付近に発生
土置き場の有無において大井川等の水深がどれだ
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け違うかのシミュレーションを示しており、ほとん
ど変わらないとしています。しかし危険はそこなの
でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地に立って登山道から燕沢を見上げると、稜線

近くまでガラガラと崩れていて、大井川にまで礫が

あふれているさまが見て取れます。最初に現地に行

ったとき、地質研究者から、この辺りの地質は泥と

礫の層になっており、地層の傾斜が地形の傾斜に対

して交差している「受け盤」ではないか、そうなら

ば、逆側の地層の傾斜が地形の傾斜に対して同一方

向の流れ盤であり、これが危険だと指摘されました。

実際、防災科学研究所の地滑り分布図においても、

大規模地滑り、崩壊地と表示されています。これ迄

何度となく地滑りを起こしたことは、大井川河岸の

若い植生を見ればわかります。 

1948 年の国土地理院のデータベースの空中

写真によれば、ＪＲ東海が示している発生土置き場

には幾筋もの流路らしきものが見て取れ、この地が

地すべり地形の安全弁になっていることがわかり

ます。燕沢寄りですが、現在でも流路の跡がありあ

りとわかり、この辺りが流れを変える大井川の遊び

の部分であることがわかります。もしこの遊びの部

分に高さ65メートルにもなる発生土置き場が設置

された時にどうなるのでしょうか？大変な危機感

を覚えます。もし対岸で大規模な崩壊が起きた時に

はダムができないのでしょうか？そうなれば大井

川の水量は極端に減ることになるし、ダムが決壊し

た時には濁流がかなりの勢いで下流の椹島を襲い

はしないでしょうか。 

この土地は、エコパーク移行地域となっています

が、生物圏保存地域の名に示されている通り、生態

系の保全と持続可能な利活用の調和を目的として

おり、生物多様性の保護を目的としています。燕沢

付近の大井川流域にはドロノキが流れに沿って自

生しており、このあたりが本州において日本列島に

おける分布南限とされているオオイチモンジは、本

州中部の高山に分布し、本州での生息数は少なく、

環境省のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定され

ており、静岡県のレッドリストでは絶滅危惧ⅠA類

と最も保全が急がれる種です。そのオオイチモンジ

の幼虫は、このドロノキを食料としています。ＪＲ

東海の計画でも発生土置き場をドロノキの生息地

から微妙に避けていますが、設置によって流失の危

険性が増すことは間違いありません。 

また、河岸から登山道を挟んで東側の山稜までの

間は、明治の終わりから東海パルプが林業を営んで

いた地帯ですが、おそらく樹齢 100 年を超える鬱

蒼とした風格のあるカラマツ林で、登山道を歩くと

身も心も癒されるところです。この林をも破壊して、

静岡の超高層ビル県庁東館と同じ高さの65メート

ルの発生土がうずたかくそびえることになります。 

私たちとの懇談においても、静岡市もエコパーク

の継続に危機感を持っています。リニア新幹線建設

は、静岡市民の財産である自然と安全を壊すもので

あり、到底認められません。 以上 

 

 

 

 

 

 

＜ストップ・リニア！訴訟初年度決算報告＞(円) 
       ２０１６．１．１～２０１６．１２．３１ 

収入の部 原告・サポーター会費  ９，２８７，８１１ 

     その他収入         １１９，５２８ 

     合計          ９，４０７，３９９ 

支出の部 訴訟印紙代（裁判所に） ３，３９０，０００ 

     弁護団活動費（着手金込）３，５０２，５９２ 

     訴訟事務局経費       ９２１，０００ 

     訴状・ニュース印刷費    ４６８，５２８ 

     次年度繰越金      １，１２５，２７９ 

     合計          ９，４０７，３９９  

 

＜ストップ・リニア！訴訟２年度予算＞(円) 
        ２０１７．１．１～２０１７．１２．３１   

収入の部 原告・サポーター会費  ６，５００，０００ 

     その他収入         １００，０００ 

     前年度繰越金      １，１２５，２７９ 

     合計          ７，７２５，２７９ 

支出の部 弁護団活動費      ３，５００，０００ 

     証人（研究者等）経費  １，０００，０００ 

     沿線訴訟事務局経費   １，０００，０００ 

本部事務局費        ２００，０００ 

事務局会議参加者交通費   １８０，０００ 

訴訟ニュース印刷配送費   １００，０００ 

予備費           ２００，０００ 

次年度繰越金      １，５４５，２７９ 

合計          ７，７２５，２７９ 
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ＪＲ東海の大井川・燕沢残土置き場計画 


